
川口市告示第８０８号 
 

 建設工事「オートレース場競走会地区非常用発電設備更新工事」ほか２件の一般競争入

札（事後審査型）を下記のとおり執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の６及び川口市契約に関する規則（昭和３９年規則第１４号。以下「規

則」という。）第４条の規定により告示する。 

 

  令和３年１１月２４日 
 

                        川口市長 奥ノ木 信夫 

 

 
記 

 

１ 入札に参加する者の資格要件 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 
（２）告示日から落札者が決定するまでの期間において、川口市有資格業者に対する

        指名停止等の措置基準に基づく指名停止又は埼玉県の契約に係る入札参加停止等

         の措置要綱に基づく入札参加停止等の措置を受けていない者であること。 

（３）告示日から落札者が決定するまでの期間において、川口市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱に基づく指名除外又は埼玉県の契約に係る暴力団

排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがな 

されている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定を受けた者を除く。 
（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがな 

されている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定を受けた者を除く。 

  （６）告示日から落札者が決定するまでの期間において、同一の入札に参加する者と

の間に資本関係又は人的関係（次のアからウのいずれかに該当する関係）がない

者であること。 

ア 資本関係は次の（ア）又は（イ）のいずれかに該当する場合 

ただし、子会社（会社法第２条第３号の規定による子会社。以下同じ。） 

又は子会社の一方が更生会社（会社更生法第２条第７項に規定する更生会社。 
以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手 

続が存続中の会社等（会社法施行規則第２条第３項第２号の規定による会社 

等。以下同じ。）である場合を除く。 

（ア）親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社。以下同じ。）と子 
会社の関係にある場合 

（イ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

     イ 人的関係は次の（ア）又は（イ）のいずれかに該当する場合 

ただし、（ア）は会社等の一方が更生会社又は民事再生法第２条第４号に 
規定する再生手続が存続中の会社等である場合を除く。 

（ア）一方の会社等の役員が他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

（イ）一方の会社等の役員が他方の会社等の会社更生法第６７条第１項又は 

民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねて 



いる場合 
     ウ その他 

上記ア及びイ以外で上記ア又はイと同等な資本関係又は人的関係がある者 

と発注者が判断した場合 
  （７）上記以外の資格要件は工事ごとに別表に定める。 

 

 ２ 配置技術者の資格要件 

（１） 配置する技術者は、その者が在籍する法人と告示日の３か月前から恒常的な雇 
用関係にあること。また、配置予定技術者は、建設業法の規定による営業所の専 

任技術者と兼務することができない。 

（２） 配置予定技術者が特定できない場合や配置予定技術者を交代する予定がある場 

合は、複数者を記載すること。 
 

３ 入札に参加できる者の形態 

工事ごとに別表に定める 

 
４ 設計図書の閲覧 

設計図書等については、川口市ホームページ上で閲覧するものとする。 

閲覧期間 工事ごとに別表に定める 

    （川口市ホームページメンテナンス中を除き随時） 
 

５  現場説明会 

     開催しない。 

 
６ 入札参加申請 

入札参加申請の方法 

工事ごとに別表に定める期間内において、埼玉県電子入札共同システム（以下「電 

子入札共同システム」という。）上で入札参加申請を行うこと。 
（電子入札共同システム稼働時間：土曜日、日曜日、祝日を除く、 

午前８時３０分～午後８時） 

     

７ 入札参加申請に関する質問の受付及び回答 
入札参加申請に対する質問及び回答は、市所定の様式の質疑応答書で行う。 

 

（１）質問の受付期間 

工事ごとに別表に定める 
        （期間中、電子メール：060.03090@city.kawaguchi.saitama.jpにて随時受付） 

 

（２）回答の閲覧期間 

工事ごとに別表に定める 
     （川口市ホームページメンテナンス中を除き随時） 

 

（３）回答の場所 

川口市ホームページ上で行うものとする。 



 
８ 設計図書に関する質問の受付及び回答 

設計図書の内容に対する質問及び回答は、市所定の様式の質疑応答書で行う。 

（１）質問の受付期間 
工事ごとに別表に定める 

        （期間中、電子メール：060.03090@city.kawaguchi.saitama.jpにて随時受付） 

（２）回答の閲覧期間 

工事ごとに別表に定める 
     （川口市ホームページメンテナンス中を除き随時） 

（３）回答の場所 

川口市ホームページ上で行うものとする。 

 
９ 入札期間等 

（１） 入札期間   工事ごとに別表に定める 

（２）開札日時   工事ごとに別表に定める 

（３）開札場所   川口市役所第一本庁舎４階契約課（川口市青木２－１－１） 
 

１０ 入札方法及び注意事項 

（１）入札は、定められた期間に電子入札共同システム上で行うこと｡ 

（２）入札は、１回までとする。 
（３）入札金額積算内訳書を、入札時に入札書とともに提出すること。 

（４）入札の結果、最低入札価格（予定価格の制限の範囲内の最低の価格）が、失格

        基準価格（当該契約の内容に適合した履行がなされないと認められる場合の基準 

         となる価格）を下回る価格であったときは、当該最低入札価格の入札をした者を 
         失格とする。 

（５）入札の結果、予定価格の範囲内で失格基準価格以上の価格をもって入札した者 

のうち、最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。 

（６）落札候補者となるべき価格について同価の入札が２以上あったときは、電子 
くじ引きを行い落札候補者を決定するものとする。 

（７）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０ 

  に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数 

  金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課 
  税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望価格の１１ 

  ０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

 
１１ 入札保証金 

      免除。 

 

１２ 契約保証金 
      契約金額の１００分の１０以上とする｡ 

 

１３ 調査基準価格 

      設定する。 



 
１４ 失格基準価格 

   設定する。 

 
１５ 入札書の撤回等 

   入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

 

１６ 入札の無効 
      次に掲げる事項に該当する入札は、無効とする。 

（１）この告示に示した入札参加資格を有しない者のした入札 

（２）委任状を持参しない代理人のした入札 

（３）記名を欠く入札（押印を省略する場合、「本件責任者氏名・担当者氏名・連絡

        先」の記載がない入札） 

（４）金額を訂正した入札 

（５）連合（談合）等による不正行為をした者の入札 

（６）他人の代理人を兼ね又は２人以上の代理をした者の入札 
（７）２以上の意思表示をした者の入札 

（８）電子メール、電話、ファクシミリ等による入札 

（９）設計金額を超える入札 

（10）入札金額積算内訳書の内容に不備があった入札 
（11）その他入札に関する条件に違反した入札 

 

１７ 入札参加資格の審査に必要な書類の提出 

   落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日から起算して原則として２日（川口

市の休日を定める条例（平成元年条例第５５号）第１条に掲げる休日（以下「休日」

という。）を除く）以内に、工事ごとに別表に定める書類を持参又は郵送により川口

市役所契約課に提出しなければならない。 

 
１８ 入札参加資格の審査 

   発注者は、入札参加資格の審査に必要な書類の提出期限の翌日から起算して原則と

して３日（休日を除く。）以内に入札参加資格の審査を行う。ただし、入札参加資格

の審査に疑義が生じた場合はこの限りでない。 
 

１９ 落札者の決定又は入札参加資格不適格の決定 

   発注者は、入札参加資格の審査の結果、入札参加資格を満たすことが確認された落

札候補者（ただし、調査基準価格（当該契約の内容に適合した履行が可能でないおそ

れがあると認められる場合の基準となる価格）を下回る価格で落札候補者となった場

合は、当該契約の内容に適合した履行が可能でないおそれがあるかどうかについて、

調査を行う。その調査の結果、当該入札価格によっても当該契約の内容に適合した履

行が可能であると認められた場合に限る。）を落札者と決定するものとする。ただし、

入札参加資格を満たしていないことが確認された落札候補者の入札及び落札決定まで

に本告示に示すいずれかの入札参加資格要件を満たさなくなった落札候補者の入札は

無効とするものとする。 

 



２０ 落札候補者のした入札が無効となった場合の手続 

発注者は、落札候補者のした入札が無効となった場合（この２０の規定によりあらた

めて決定された落札候補者のした入札が無効となった場合を含む。）には、その時点で、

あらためて落札候補者を決定するものとする。この場合における入札参加資格の審査に

必要な書類の提出及び入札参加資格の審査並びに落札者の決定又は入札参加資格不適

格の決定については、１７から１９までを適用する。 

 

２１ 落札失効 

      落札決定があった後に、落札者の入札が条件に違反して無効となったときは、落札 
の決定は失効することとする｡ 

 

２２ 契約の時期 

   落札決定の通知日から７日以内に契約を締結する。ただし、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１６号）の定めるとこ

ろにより、市議会の議決に付さなければならない契約（予定価格２００，０００，０

００円以上の工事）については、建設工事請負仮契約書を取り交わし、市議会の議決

後に本契約を締結する。 
 

２３ 支払条件 

（１） 前金払 

する。（規則第２７条の規定による。） 
（２） 中間前金払 

する。（規則第２７条の規定による。ただし、部分払を選択している場合は支

払いしない。） 

（３） 部分払 
する。（中間前金払を選択している場合は支払いしない。ただし、複数年契約 

の場合を除く。） 

 

２４ 異議の申立て 
入札者は入札後、規則、約款、設計図書、現場等についての不明を理由として異議 

を申し立てることができない。 

 

２５ 契約の条項等 
契約の条項等は、川口市ホームページ上において随時閲覧することができる。 

 

２６ その他 

（１） 入札参加資格を満たさないとされた者は、その理由について説明を求めること

ができる。 

（２） 「オートレース場競走会地区非常用発電設備更新工事」については、令和３年

度１２月補正予算の成立を前提に行う予算成立前準備行為であり、本案件にお

ける予算が成立した場合には開札を執行し、落札者の決定を行います。また、

本案件における予算が成立しなかった場合には、開札を執行せず本入札を中止

します。この場合、本入札等に要したすべての費用について川口市に請求する

ことができず、本入札参加者の負担となりますのでご注意ください。 



 
２７ 問い合わせ先 

川口市理財部契約課工事契約係 

電話（直通） ０４８（２５８）１２３７ 
 



別表 

工事名 戸塚環境センター西棟排水処理施設整備工事 

工事場所 川口市大字藤兵衛新田２９０ 

工事期間 契約締結日から令和６年３月２９日まで 

設計金額 １，１００，０００，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

工事概要  戸塚環境センター西棟焼却処理施設から発生する排水を生物化学的及び物理

化学的処理を行って、計画的かつ衛生的に処理し、その処理水を場内の再利用

水として利用するとともに、余剰な処理水を公共下水道へ放流して、本地域の

生活環境及び公共用水域の水質の保全を図ることを目的とした西棟排水処理施

設を整備するために必要な設計・施工一式を行うもの。 

 

排水処理能力 ２５０ /日（無機系排水９０ /日、有機系排水１６０ /日） 

参加形態 ２者による特定建設工事共同企業体（以下「特定企業体」という。）。ただし、

１者が同時に複数の特定企業体の構成員となることはできない。 

                                    

参

加

資

格

要

件 

特定企業体の 

代表構成員の 

資格要件 

本件施設における排水処理施設のプラント設備及び建築物等の設計業務、

並びにプラント設備の施工業務を行う者は、応募者の代表構成員とし、次の要

件を全て満たすこととする。 

・地方公共団体の焼却処理施設について、次の要件をすべて満たす施設のプラン

ト設備の設計・施工実績を有すること 

① １炉あたり１５０ｔ/日以上の処理能力を持ち、かつ複数系列で構成され、

ボイラー・タービン発電設備を有する焼却処理施設 

② 平成２３年４月１日から告示日までに稼働開始した施設（元請に限る） 

・告示日現在、令和３・４年度川口市建設工事入札参加資格者名簿に登載され、

かつ、清掃施設工事の登録があり、その等級がＡ級に格付けされている者であ

ること 

・清掃施設工事業に係る監理技術者資格者証を有する者を本工事に専任で配置

できること 

・告示日現在において、有効な経営事項審査における清掃施設工事の総合評定値

が１，３００点以上の者であること 

・建設業法第３条第１項の規定による清掃施設工事業に係る特定建設業の許可

を受けている者であること 

・建築士法第２３条の規定による一級建築士事務所登録の登録を行っているこ

と 

特定企業体の 

代表構成員以外

の構成員の 

資格要件 

  本件施設における建築物等の施工業務を行う者は、応募者の構成員であり、

次の要件を全て満たすこととする。 

・平成２３年４月１日から告示日までにおいて、元請として川口市発注の２階建

て以上の建築物に係る新築・改築工事を完成させた実績を有する者であるこ

と 

・告示日現在、令和３・４年度川口市建設工事入札参加資格者名簿に登載され、

かつ、建築一式工事の登録があり、その等級がＡ級に格付けされている者であ



別表 

 

ること 

・告示日現在、川口市建設工事等入札参加資格に関する規則第３条第２項に規定

する市内業者であること 

・建築工事業に係る監理技術者資格者証を有し、１級建築施工管理技士又はこれ

と同等の資格を有する者を本工事に専任で配置できること 

・告示日現在において、有効な経営事項審査における建築一式工事の総合評定値

が９００点以上の者であること 

・建設業法第３条第１項の規定による建築工事業に係る特定建設業の許可を受

けている者であること 

設計図書の閲覧期間 告示日から令和４年１月１７日（月）午後４時まで 

入札参加申請 

・申請期間 

 

告示日から令和３年１２月２０日（月）午後４時まで 

入札参加申請に係る質問

及び回答 

・質問の受付期間 

・回答の閲覧期間 

 

 

告示日から令和３年１２月８日（水）午後４時まで 

令和３年１２月１３日（月）から令和４年１月１７日（月）午後４時まで 

設計図書に係る質問及び

回答 

・質問の受付期間 

・回答の閲覧期間 

 

 

告示日から令和３年１２月２０日（月）午後４時まで 

令和３年１２月２３日（木）から令和４年１月１７日（月）午後４時まで 

入札期間等 

・入札期間 

 

・開札日時 

 

令和３年１２月２４日（金）午前９時から 

令和４年１月１７日（月）午後４時まで 

令和４年１月１８日（火）午前９時３０分 

入札参加資格の審査に必

要な書類 

※落札候補者のみ 

ホームページ上別添「必要書類の提出について（戸塚環境センター西棟排水処理

施設整備工事）」参照 


